
（一 ） 昭和48年1月15日 第68号 》つ よ
 

じ
 

●つ ほ
 

報
 

広
 

1 月 

昭和 

48 年 

発行所 方城町 

印刷所 佐々木印刷所 

方城町の人口 

(1月1日現在） 

乙667 人 

3.7 0 0 人 

&967 人 

2.0 9 8 戸 

ロ
 
男

女

 数
 

帯
 

人
 

世
 

香
典
返
し
の
お
礼
 

（
誘
務
輪
嬢
に
使
わ
け
諮
『
た
だ
 

一
故
牛
島
豊
殿
の
逝
去
に
よ
り
 

方
城
町
社
会
福
祉
協
議
会
 

方
城
町
長
寿
会
 

牛
鳥
静
枝
氏
よ
り
 

会
長
 

中
島
義
章
 

会
長
 

』
「
「
議
議
“
濃
に
ょ
一
故
秋
嶋
ス
ナ
殿
の
逝
去
に
よ
 

永野忠男 

→
 

り
秋
野
進
氏
よ
り
 

」
騒
綾
議
鵬
去
に
ょ
 
方城町長寿会に寄贈し 

方
城
町
社
会
福
祉
協
議
会
に
 
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
 

寄
贈
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
 

本
会
の
た
め
 
有
意
義
に
使
 

い
ま
ま
で
の
、
県
と
市
町
村
 

が
半
額
づ
つ
負
担
し
て
実
施
し
 

て
い
る
「
老
人
医
療
費
の
無
料
 

制
度
」
は
原
則
と
し
て
「
国
の
 

老
人
医
療
費
負
担
制
度
」
と
し
 

て
昭
和
 48 

年
1
月
I
 

日
か
ら
発
足
す
る
こ
 

と
に
な
り
ま
し
た
。
 

し
た
が
っ
て
、
国
 

の
老
人
医
療
制
度
に
 

該
当
す
る
お
年
寄
り
 

の
方
々
は
、
左
記
の
 

手
続
き
に
よ
り
「
老
 

人
医
療
費
受
給
者
証
 

」
の
交
付
を
受
け
る
 

は
、
昭
和
 47 

年
 12 

月
 31 

日
限
り
 

受
給
者
本
人
又
は
扶
養
者
の
 

で
無
効
と
な
り
ま
す
。
 

方
に
、
次
の
所
得
が
あ
る
と
き
 

48 

年
1
月
1

日
か
ら
新
し
く
「
 
は
「
国
の
制
度
の
受
給
者
一
と
 

老
人
医
療
費
受
給
者
証
」
が
必
 
な
る
事
が
で
き
ま
せ
ん
。
 

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
今
の
医
 
ィ
本
人
の
場
合
（
前
年
度
所
得
）
 

配
偶
者
 

「
老
人
医
療
費
の
無
料
制
度
は
 

国
の
制
度
に
変
り
ま
し
た
」
 

48 

年
1
月
1

日
よ
り
 

新
し
い
受
給
者
証
が
必
要
で
す
。
 

必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

．一 
...，口 

国
の
制
度
の
受
給
者
と
な
る
 

こ
と
が
で
き
る
方
々
ヘ
ク
 

1
 
今
ま
で
お
持
ち
の
医
療
証
 

を
返
し
て
、
受
給
者
証
の
交
付
 

を
受
け
て
下
さ
い
。
 

新
し
く
満
 70 

才
に
な
ら
れ
る
方
 

も
同
様
で
す
。
 

2
 
所
得
制
限
 

正

 

今

年

も

健

康

で

 

◇
明
 
る
 
い
 
年
で
 あ
 

賀

 

ま

す

よ

う

に

ク

 
h
ノ 

及
び
被
扶
 

養
者
の
い
 

な
い
場
合
 

は
 38 

万
円
 

ま
で
。
一
 

人
い
る
と
 

き
は
加
万
 

5
千
円
ま
 

で。 

二
人
 

以
上
の
と
き
は
一
人
に
つ
き
 13 

万
5
千
円
が
加
算
さ
れ
ま
す
。
 

ロ
扶
養
者
の
場
合
（
受
給
者
の
 

所
得
が
零
か
、
本
人
の
所
得
制
 

限
以
下
の
場
合
、
扶
養
者
の
所
 

得
で
判
断
き
れ
ま
す
。
前
年
度
 

所
得
）
 

配
偶
者
及
び
被
扶
養
者
が
零
 

の
場
合
（
税
法
上
）
 

一
．
三
一
一
三
、
」
ハ
ー
ー
五
円
 

配
偶
者
及
び
被
扶
養
者
が
一
人
 

の
場
合
 

一
．
五
一
八
、
六
二
五
円
 

配
偶
者
及
び
被
扶
養
者
が
二
人
 

以
上
の
場
合
 

一
人
増
す
ご
と
 

に
一
三
五
．
o
 

〇
〇
円
加
算
。
 

二
国
の
制
度
の
 

受
給
者
と
な
る
 

こ
と
が
で
き
な
 

い
方
々
へ
“
・
 

所
得
の
制
限
 

に
よ
り
「
国
の
 

制
度
の
受
給
者
 

と
な
る
事
が
で
 

き
な
い
も
の
」
 

に
は
次
の
措
置
 

が
講
ぜ
ら
れ
ま
 

す。 
I
 
今
ま
で
通
 

り
、
県
と
市
町
 

村
の
事
業
と
し
 

第3保育園の着工なりました．ク 起
 

工
 

式
 

と
 

き
 

昭
和
 48 

年
1
月
 11 

日
 

と
こ
ろ
 

白
髪
神
社
下
建
設
現
場
 

て
「
老
人
医
療
費
無
料
制
度
が
 

実
施
さ
れ
ま
す
。
今
お
持
ち
の
 

「
医
療
証
」
は
期
限
が
昭
和
 48 

年
3
月
 31 

日
と
な
っ
て
い
ま
す
 

の
で
、
4
月
1

日
以
降
は
切
替
 

え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
新
し
 

く
満
 70 

才
に
な
ら
れ
る
方
も
同
 

様
で
す
 

三
そ
の
他
 

1
 
受
給
者
証
の
交
付
は
、
役
 

場
の
老
人
医
療
係
が
行
っ
て
い
 

ま
す
の
で
．
古
い
医
療
証
を
返
 

し
て
「
受
給
者
証
」
の
交
付
を
 

受
け
て
下
さ
い
。
 

2
 
昭
和
 48 

年
1
月
1

日
以
降
 

で
 70 

才
に
な
ら
れ
る
方
は
、
誕
 

生
日
の
ー
ケ
月
前
に
申
請
き
れ
 

る
と
、
誕
生
日
の
初
日
か
ら
受
 

給
者
証
ま
た
は
医
療
証
が
使
用
 

で
き
ま
す
。
 

3
 
県
外
で
受
診
さ
れ
る
方
は
 

受
給
者
証
ま
た
は
医
療
証
の
ほ
 

か
に
、
役
場
の
係
に
あ
る
請
求
 

書
も
一
諸
に
医
療
機
関
へ
提
出
 

し
て
下
さ
い
。
 

4
 

そ
の
他
不
明
の
点
は
遠
慮
 

な
く
老
人
医
療
係
ま
で
お
問
合
 

せ
下
さ
い
。
 



（三） 昭和48年1月15日 （二） ヤつ よ
 

じ
 

●つ ほ
 

広 報 昭和48年1月15日 第68号 第68号 ●つ よ
 

じ
 

●つ ほ
 

報
 

広
 

下
 
田
 
川
 
四
 
ケ
 
町

消

防

出

初

式

 

1
月
7

日
午
前
9
時
 30 

分
よ
 

り
方
城
中
学
校
体
育
館
に
於
て
 

恒
例
の
下
田
川
四
ケ
町
消
防
出
 

初
式
が
挙
行
さ
 

峯爺育J姦驚貨＞に備えて一段の注意をプ 

（
防
火
施
設
提
供
者
）
 

久
富
秋
男
 

（
久
六
）
 

原
田
 
厳
 

（
春
田
）
 

白
石
鎮
男
 

（迫） 

れ
ま
し
た
。
 

仲
村
秀
規
 

（
春
田
）
 

近
年
は
、
電
 

葛
原
 
清
 

（
浄
万
寺
）
 

気
・
ガ
ス
・
石
油
 

勝
木
留
吉
 

（
新
門
）
 

製
品
の
普
及
に
 
県
消
防
協
会
長
表
彰
（
永
年
勤
 

伴
い
、
使
用
火
続
者
）
氏
名
下
欄
の
数
字
は
勤
 

器
範
囲
の
拡
大
続
年
数
を
示
す
o
 

と
火
災
原
因
の
 
第
2
分
団
 
香
月
 
寿
 10 

多
様
化
が
警
告
 

白
石
勝
則
 10 

さ
れ
て
い
ま
す
 

武
末
建
夫
 10 

が
、
来
賓
の
各
 
第
3
分
団
 
安
部
常
夫
 10 

講
師
も
そ
の
点
 
第
2
分
団
 
永
末
保
美
 15 

に
触
れ
、
消
防
 

中
村
政
春
 15 

団
員
の
一
層
の
 
第
3
分
団
 
桑
野
 
明
 15 

自
覚
と
研
修
を
 
第
4
分
団
 
勝
木
英
治
 15 

促
が
し
て
い
ま
 

中
川
義
光
 15 

し
た
。
 

高
津
 
誠
 15 

こ
の
こ
と
は
 

池
本
広
瀬
 25 

、
町
民
各
位
に
 

県
消
防
協
会
長
表
彰
 

も
云
え
る
事
で
 

（
優
良
団
員
）
 

、
火
災
の
季
節
 
第
1
分
団
 

石
田
利
文
 

的
多
発
期
と
相
第
2
分
団
 

葛
原
幸
美
 

俣
っ
て
、
よ
り
 

中
村
政
春
 

一
段
の
注
意
が
第
3
分
団
 

仲
島
邦
彦
 

望
ま
れ
ま
す
り
 

安
部
常
夫
 

な
を
こ
の
席
第
4
分
団
 

川
島
逸
郎
 

で
各
種
の
消
防
県
消
防
協
会
田
川
郡
支
部
長
 

功
労
者
が
表
彰
表
彰
（
優
良
団
員
）
 

さ
れ
ま
し
た
の
 
第
2
分
団
 

永
末
保
美
 

で
ご
紹
介
い
た
 
第
4
分
団
 

松
島
繁
光
 

し
ま
す
 

町
長
表
彰
 

尚
敬
称
は
略
さ
 
第
1
分
団
 

仲
村
信
治
 

せ
て
い
た
だ
き
 

石
田
秋
徳
 

ま
す
 

記
 

仲
村
清
年
 

県
知
事
感
謝
状
 

伸
村
六
助
 

一
 
？
ノ
ノ
？
？
ノ
？
？
ノ
ノ
？
ノ
ノ
ノ
ノ
ー
 
？
？
「
 

下
田
川
四
ケ
町
消
防
出
初
式
 

と
 
き
 
昭
和
 48 

年
1
月
7

日
 

と
こ
ろ
 
方

城

中

学

体

育

館

 

第
2
分
団
 

久
富
貞
信
 

永
末
英
憲
 

葛
原
勝
利
 

第
3
分
団
 

永
岡
清
正
 

奈
木
野
克
富
 

来
島
慶
吾
 

桑
野
信
雄
 

．
第
4
分
団
 

佃
 

誠
 

鈴
木
政
義
 

第
4
分
団
 

村
田
五
三
郎
 

朝
部
義
信
 

管
野
国
春
 

」甘 

占
領
中
、
沖
縄
に
お
い
て
ア
 

メ
リ
カ
の
軍
隊
又
は
そ
の
要
員
 

等
に
よ
る
交
通
事
故
や
暴
行
そ
 

の
他
の
不
法
行
為
の
た
め
死
亡
 

し
た
人
、
又
は
ケ
ガ
を
し
た
り
 

病
気
に
な
っ
た
人
で
『
琉
球
人
 

の
講
和
前
補
償
請
求
の
支
払
に
 

つ
い
て
』
に
よ
る
支
払
を
う
け
 

な
か
っ
た
方
々
に
、
こ
の
度
『
 

沖
縄
の
復
帰
に
 

伴
う
防
衛
庁
関
 

係
法
律
の
適
用
 

の
特
別
措
置
等
 

に
関
す
る
法
律
 

』
に
基
づ
い
て
 

国
か
ら
見
舞
金
 

が
支
給
さ
れ
る
 

こ
と
に
な
り
ま
 

し
た
。
 

人
身
被
害
を
こ
う
む
っ
た
日
本
 

の
国
籍
を
有
す
る
沖
縄
住
民
又
 

は
そ
の
遺
族
で
、
昭
和
 42 

年
高
 

等
弁
務
官
布
令
第
印
号
に
よ
る
 

支
払
い
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
 

者。 

今
回
支
給
さ
れ
る
見
 

舞
金
は
、
遺
族
見
舞
金
、
葬
祭
 

見
舞
金
、
休
業
見
舞
金
、
障
害
 

見
舞
金
並
び
に
慰
謝
料
で
す
が
 

福
岡
防
衛
施
設
局
事
業
部
業
務
 

課
 

電
話
（
 
78 

)
6
1
3
1
 

北
九
州
市
小
倉
区
田
町
2
1
 98 

小
倉
防
衛
施
設
事
務
所
業
務
課
 

電
話
④
2
4
3
4
 

※
こ
の
見
舞
金
の
申
請
期
限
は
 

昭
和
 48 

年
5
月
 14 

日
ま
で
と
な
 

つ
て
い
ま
す
の
で
該
当
の
方
は
 

早
め
に
申
請
し
て
下
さ
い
。
 

沖
縄
に
お
け
る
講
和
前
 

の
人
身
被
害
者
等
の
 

方
々
に
対
す
る
見
舞
金
 

の
支
給
に
つ
い
て
 

次
に
該
当
す
る
人
は
、
こ
の
法
 

律
に
よ
る
見
舞
金
を
申
請
す
る
 

事
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
被
害
 

者
の
重
大
な
過
失
に
起
因
す
る
 

場
合
は
申
請
で
き
ま
せ
ん
。
 

昭
和
 20 

年
8
月
 16 

日
か
ら
昭
 

和
 27 

年
4
月
 28 

日
ま
で
の
間
に
 

沖
縄
に
お
い
て
ア
ヌ
リ
カ
軍
隊
 

又
は
そ
の
要
員
の
行
為
に
よ
り
 

こ
れ
ら
支
給
額
は
さ
き
に
米
軍
 

が
高
等
弁
務
官
布
令
的
号
で
支
 

払
っ
た
例
に
準
じ
た
も
の
に
な
 

り
ま
す
。
 

尚
こ
の
見
舞
金
の
申
請
及
び
 

問
合
せ
は
、
次
の
所
で
取
扱
っ
 

て
い
ま
す
。
 

福
岡
市
中
央
区
大
手
門
2
丁
目
 

5
番
 15 

号
 

●
・
？
‘
●
，
‘
●
・
？
ユ
て
j
r
？
●
て
．
‘
●
・
●
《
ユ
『
‘
γ
・
●
《
ユ
●
‘
'
！
一
●
（
」
『
‘
？
・
、
‘
L
円
一
●
、
‘
‘
」
「
‘
F
ニ
●
《
一
！
．
‘
●
・
‘
？
一
て
．
J
●
・
‘
 

技
術
の
急
激
な
革
新
は
人
間
の
、
疎
外
化
と
、
孤
独
を
生
む
と
い
わ
れ
て
 

い
ま
す
。
 

事
実
、
人
の
精
神
砂
漠
が
生
み
出
す
痛
ま
し
い
事
件
が
、
毎
日
の
新
聞
紙
上
 

を
賑
わ
し
て
お
り
ま
す
。
 

こ
の
よ
う
な
と
き
、
 
一
粒
の
善
意
と
親
切
が
、
い
か
に
人
の
心
に
、
う
る
お
 

い
を
与
え
る
も
の
で
し
よ
う
か
。
 

ほ
ほ
え
ま
し
い
出
来
ご
と
や
、
な
に
げ
な
い
人
の
親
切
．
善
意
を
体
験
し
た
 

り
、
見
聞
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
知
ら
せ
下
さ
い
。
ひ
ろ
く
本
紙
 

で
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
 

広
 
報
 
係
 

、 し 願
 

お
 

て
 

い
 

つ
 

に
 

税
 

納
 納

税

秩

序

の

確

立

を

積

極

的

に

 

推

進

し

ま

す

。

 

理

解

あ

 る

ご

協

力

を

ガ

 

税
金
が
納
ま
ら
な
け
 

れ
ば
 
町
の
い
ろ
い
ろ
 

の
仕
事
、
と
く
に
皆
さ
 

ん
の
生
活
や
健
康
を
守
 

り
、
皆
さ
ん
の
福
祉
増
 

進
の
為
の
事
業
も
出
来
 

ず
、
ひ
い
て
は
町
勢
の
 

発
展
に
支
障
が
生
じ
ま
 

す。 税
金
は
い
ろ
い
ろ
の
 

事
情
で
つ
い
滞
納
し
が
 

ち
に
な
る
様
で
す
。
し
 

か
し
滞
納
を
そ
の
ま
ま
 

に
す
る
事
は
絶
対
に
許
 

さ
れ
な
い
こ
と
で
す
。
 

そ
れ
は
苦
し
い
中
か
 

ら
努
力
を
重
ね
て
納
税
 

さ
れ
た
多
く
の
方
々
に
 

対
し
て
申
訳
な
い
か
ら
 

で
す
。
 

町
で
は
滞
納
の
な
い
 

明
る
い
納
税
を
実
現
し
 

、
納
税
秩
序
を
確
立
す
 

る
た
め
の
努
カ
を
積
極
 

的
に
進
め
て
参
り
た
い
 

と
考
え
て
お
り
ま
す
。
 

町
民
の
方
々
の
ご
理
解
 

と
ご
協
力
を
切
に
お
願
 

い
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
 

⑨
滞
納
は
真
面
目
な
納
税
者
に
 

迷
惑
を
か
け
ま
す
 

⑨
滞
納
は
町
民
全
体
の
不
利
益
 

に
な
り
ま
す
 

期
 

納
 ●

税
金
は
納
期
ま
で
に
納
め
ま
し
よ
う
グ
 

~＼響り 
~ 税目 

、、、、、

1 期 2 期 3 期 4 期 

税
 

産
 

資
 

定
 

固
 

マ
u
 

、
月
 

日
4
 

1
 

月
 

4
' J日 

7月1日～ 
7月31日 

9月1日～ 
9月30日 

12月1日へー 
12月31日 

税
 

民
 

県
 

町
 

6月1日～ 
6月30日 

8月1日～ 
8月31日 

10月1日～ 
10月31日 

11月1日～ 
11月30日 

~国民健康 
~保 険 税 日

 
0
 

。
J
 

、
月
 

日
4
 

1
 

月
 

4
' 

7月1日～ 
7月31日 

10月1日～ 
10月31日 

12'月1日へ一 
12月30日 

税
 

車
 

動
 

」
III 軽

 

5月1日～ 
5月30日 

課
 

務
 

税
 

申
告
納
税
に
つ
き
ま
し
て
は
 

飯
塚
総
合
高
等
職
業
訓
練
校
 

日
頃
か
ら
ご
協
力
く
だ
さ
い
ま
 
3
 
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
 
で
は
訓
練
生
を
次
の
要
領
で
募
 

し
て
あ
り
が
と
う
ご
ぎ
い
ま
す
提
出
し
な
く
て
よ
い
方
は
 
個
集
し
て
い
ま
す
。
 

本
年
も
又
申
告
の
時
期
と
な
 
人
町
県
民
税
の
申
告
書
を
 
町
 
1
 

り
ま
し
た
。
申
告
に
つ
き
ま
し
役
場
税
務
課
へ
提
出
し
て
下
さ
 

て
は
、
次
の
事
に
留
 

意
し
て
く
だ
さ
い
。
 

1
 
申
告
は
3
月
 15 

日
ま
で
に
、
お
忘
れ
 

な
く
。
所
得
税
個
人
 

町
県
民
税
と
も
期
限
 

内
に
申
告
し
て
下
さ
 

2
 
所
得
税
の
確
定
 

申
告
書
を
提
出
し
な
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
方
 

納税者のみなさんへ 

は
、
個
人
事
業
税
，
個
人
町
県
 

民
税
の
申
告
は
必
要
あ
り
ま
せ
 

ん
が
 
確
定
申
告
書
の
事
業
税
 

町
県
民
税
の
欄
に
該
当
す
る
事
 

項
が
あ
れ
ば
必
ず
記
載
し
て
下
 

さ
い
 

科
名
及
び
人
員
 

機
械
製
図
科
 
15 

名
 

い
 
個
人
町
県
民
税
 

塗
装
科
 

加
名
 

の
申
告
を
す
れ
ば
 

個
人
事
業
税
の
申
告
 

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
 

が
 
町
県
民
税
申
告
 

書
の
事
業
税
に
関
す
 

る
事
項
欄
に
該
当
す
 

る
方
は
必
ず
記
入
し
 

て
下
さ
い
 

町
と
し
ま
し
て
は
 

昭
和
 48 

年
度
分
町
県
 

民
税
の
申
告
書
を
 

後
日
配
布
し
ま
す
の
 

で
 
よ
ろ
し
く
ご
協
力
方
お
願
 

い
し
ま
す
 

田
川
税
務
所
 

田
川
財
務
事
務
所
 

方
城
町
 

自
動
車
整
備
科
 
25 

名
 

年
3
月
卒
業
見
込
の
者
も
 

含
む
）
 

3
 
修
了
時
の
得
点
 

技
能
照
査
の
上
 
技
能
士
補
 

の
資
格
が
与
え
ら
れ
る
。
 

4
 

願
書
締
切
 

昭
和
 48 

年
1
月
 20 

日
（
土
）
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2
 
資
格
 

機
械
製
図
科
及
び
塗
装
科
 

中
卒
以
上
の
者
（
昭
和
 48 

年
3
月
卒
業
見
込
の
者
も
 

含
む
）
 

自
勤
車
整
備
科
 

高
卒
以
上
の
者
（
昭
和
 48 

5
 

そ
の
他
 

詳
細
に
つ
い
て
の
間
合
せ
は
 

飯
塚
総
合
高
等
職
業
訓
練
校
 

ま
た
は
 
も
よ
り
の
公
共
職
 

業
安
定
所
へ
照
会
下
さ
い
。
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皆
様
も
ご
承
知
の
事
と
思
い
 

ま
す
が
 
源
泉
徴
収
に
よ
り
納
 

め
過
ぎ
た
税
金
の
還
付
を
受
け
 

る
手
続
は
 

1
月
か
ら
で
き
る
 

事
に
な
っ
て
お
り
ま
す
 

3
月
に
な
り
ま
す
と
 
税
金
を
 

納
め
る
人
の
確
定
申
告
書
の
提
 

出
時
期
と
重
な
り
事
務
が
ふ
く
 

そ
う
し
 
還
付
申
告
書
を
提
出
 

さ
れ
て
お
返
し
す
る
ま
で
の
日
 

数
が
よ
け
い
に
か
か
り
ま
す
の
 

で
、
で
き
る
限
り
「
2
月
中
旬
 

ご
ろ
」
ま
で
に
提
出
し
て
戴
く
 
⑨
 
源
泉
還
付
申
告
書
を
提
出
報
酬
 
集
金
手
数
料
等
の
収
入
 

様
に
お
願
い
し
ま
す
。
 

す
る
事
が
出
来
る
人
 

が
あ
る
方
で
 
そ
れ
以
外
の
所
 

税
務
署
で
は
皆
様
方
が
 
還
付
 
1
 

給
与
 
年
金
 
手
当
 
退
 
得
が
多
く
な
い
人
。
 

申
告
書
を
提
出
さ
れ
た
場
合
に
 
職
金
等
を
受
け
ら
れ
た
方
で
 

3
 
給
与
所
得
者
で
 
昭
和
 47 

「

源

泉

還

付

申

告

書

 の
 

早

期

提

出

 に
 
つ
 
い
 
て
 
」 

は
 
記
載
事
項
に
誤
り
が
な
い
 
災
害
や
盗
難
に
あ
い
又
は
治
療
 

限
り
直
ち
に
お
返
し
で
き
る
よ
 
費
や
寄
付
金
の
支
払
に
よ
り
税
 

う
準
備
し
て
お
り
ま
す
 

金
が
少
な
く
な
る
人
。
 

2
 
株
式
の
配
当
 
外
交
員
の
 

年
中
に
退
職
し
 
再
就
職
し
な
 

か
っ
た
た
め
 
年
末
調
整
を
受
 

け
ら
れ
な
か
っ
た
人
。
 

田
川
税
務
署
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『
中
央
公
民
館
施
設
の
ご
紹
介
』
 

も
の
で
す
。
 

な
お
、
別
記
の
図
面
 

は
施
設
内
部
の
主
た
 

完
成
の
あ
か
つ
き
は
活
濃
な
 

「
鰐
維
諮
務
麗
踊
 

ご
 
利
 
用
 
を
ノ
・
 

そ
の
他
細
部
は
省
略
し
た
概
略
 

既
報
 12 

月
号
で
 
中
央
公
民
 
3
月
末
の
予
定
で
す
。
 

図
で
あ
り
ま
す
。
 

館
の
着
工
を
お
知
ら
せ
し
ま
し
 

完
成
の
あ
か
つ
き
は
、
各
種
 

実
際
の
設
計
は
施
設
全
体
に
 

た
が
今
回
は
そ
の
施
設
の
中
味
 
団
体
は
勿
論
の
こ
と
 
町
民
各
 
わ
た
り
、
最
新
の
工
夫
と
配
慮
 

を
紹
介
い
た
し
ま
す
o

竣
工
は
 
位
の
活
譲
な
利
用
を
期
待
す
る
 
が
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
 

無
心
の
児
童
を
交
通
事
故
 

を
離
」
「
細
か
 

か
 
ら

守

り

 ま
 
し
 
よ
 
う
 

面
積
（
平
方
米
）
を
 

今 年 も す こ や か に．ク 

ク
リ
ス
マ
ス
パ
ー
テ
イ
 

と
 
き
 
昭
和
 47 

年
 12 

月
 25 

日
 

と
こ
ろ
 
中

央

 保

育

園

 

表
わ
し
て
い
ま
す
。
 

一
今
回
出
張
相
談
の
 

対
象
と
な
る
者
 

囚
「
戦
傷
病
者
手
 

帳
」
の
交
付
を
受
け
 

て
い
る
者
で
あ
っ
て
 

公
務
上
の
傷
病
に
よ
 

る
次
の
障
害
の
状
態
 

が
あ
る
者
 

の
補
装
具
を
装
 

着
す
る
必
要
が
あ
る
 

者
 

場
所
で
相
談
を
 

行
な
う
も
の
で
 

あ
る
こ
と
 

⑥
相
談
の
対
 

象
と
な
る
者
は
 

図
 

・n
ノ 

取
階
 

見
2
 

館
 

大会議室 
157 

ロ長9 （懇談場） 
準
備
室
一
 

視聴覚室 ~ 

中会議室 
97 

映写室 

小会議室 

結婚式I 
印 

準
備
室
 

和室 和室 

二 
便 所 

便 所 

倉 庫 

会議室 
16帖 

会議室 
16帖 

関
 

民
 

玄
 

公
 

階
 

1
 

堂
 幼

 

食
 

ロビー 
133 

図書室 
112 

資料室 
37 

ロ 

I 

カ 

口ーカ 

機械室 

房
 

厨
 

食品庫 

館長室 

応接室 

事務室 

所
 

便
 
便 所 

倉 庫 

実習室 

55 

管理人室 

当
日
「
印
か
ん
」
お
よ
び
「
戦
 

傷
病
者
手
帳
」
を
必
ら
ず
持
参
 

す
る
こ
と
 

⑨
当
午
前
中
は
「
補
装
具
装
 

着
適
合
研
究
会
」
が
同
一
会
場
 

で
行
な
わ
れ
ま
す
 

戦
傷
病
者
の
補
装
具
支
給
等
 

出
張
相
談
（
 47 

年
度
第
2
次
）
の
 

実
施
の
お
知
ら
せ
 

困
更
生
す
る
た
 

め
に
医
療
が
必
要
で
 

あ
る
者
 

⑧
義
眼
 
め
が
ね
 

の
交
付
（
修
理
）
請
 

求
者
に
つ
い
て
は
特
 

に
指
定
し
た
日
時
、
 

出
張
相
談
実
施
日
程
 

1
月
 31 

日
 
10 

時
ー
 12 

時
 

母
子
会
館
 

補
装
具
装
着
適
合
研
究
会
 
13 

う
ら
）
 

時
ー
 15 

補
装
具
支
給
（
修
理
 

等
相
談
 
福
岡
県
飯
塚
総
合
庁
 

舎
4
階
 
第
3
会
議
室
 

2
月
8
日
 
右
同
じ
 
福
岡
県
 

（
県
庁
 

一
戦
残
者
の
父
母
等
に
対
 

す
る
 

特
別
交
付
金
に
つ
い
て
 

の
お
知
ら
せ
 

1
昭
和
十
二
月
七
月
七
日
 

か
ら
十
六
年
十
二
月
七
 

日
羊
で
の
間
に
勤
務
に
 

よ
っ
て
傷
を
受
け
又
は
 

病
気
に
か
か
り
死
亡
し
 

た
者
で
昭
和
四
十
六
年
 

十
月
一
日
ま
で
に
特
別
 

遣
族
年
金
を
受
け
る
よ
 

う
に
な
っ
た
軍
人
軍
属
 

の
父
母
又
は
祖
父
母
 

2
昭
和
＋
六
年
十
二
月
八
 

日
よ
り
四
十
二
年
三
月
 

三
十
一
日
以
前
に
死
亡
 

し
た
こ
と
に
よ
り
昭
和
 

四
十
六
年
十
月
一
日
ま
 

で
に
特
別
遣
族
年
金
又
 

は
特
別
遣
族
 

給
与
金
を
受
 

け
ら
れ
る
よ
 

援護関係に つ い て 

お知 ら せ （その3 ) 

う
に
な
っ
た
 

軍
人
軍
属
準
 

軍
属
等
の
父
 

母
祖
父
母
 

3
昭
和
二
十
年
九
月
二
日
以
後
 

引
継
き
（
海
外
）
に
あ
っ
て
 

軍
人
軍
属
た
る
特
別
の
事
情
 

に
よ
り
昭
和
四
十
二
月
三
日
 

三
十
一
日
以
前
に
死
亡
し
た
 

こ
と
に
よ
り
昭
和
四
十
六
年
 

十
月
一
日
ま
で
に
遣
族
年
金
 

を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
 

た
軍
人
軍
属
で
あ
っ
た
者
の
 

父
母
又
は
 
祖
父
母
等
で
あ
 

り
ま
す
 

注
 
右
に
の
べ
た
遣
族
年
金
を
 

う
け
て
い
る
父
母
等
が
戦
残
 

し
た
者
よ
り
外
に
子
供
や
 

孫
が
 
他
に
い
な
い
こ
と
に
 

よ
っ
て
 
今
度
の
改
正
特
別
 

交
付
金
の
請
求
が
出
来
ま
す
 

金
額
は
十
万
円
の
国
庫
債
券
 

五
年
間
支
払
に
な
っ
て
お
り
 

ま
す
。
 

じ
 


